
第12回
勢⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会

平成30年2月23日

資料－４



① 対象区域

② 広報関係

③ 係留船舶実態調査

④ 強制的な撤去措置

⑤ ⺠間マリーナ調査

⑥ 暫定係留施設

⑦ 恒久的係留保管施設

⑧ 重点的撤去区域の設定（河川）

⑨ 放置等禁止区域の指定（港湾・河川）

⑩ 条例制定の要否・可否について

▼協議会において協議・検討
していく基本事項(10項目）

五十鈴川、⼤湊川、勢⽥川の河川区域と宇治山⽥港の港湾
区域が重複する区域及びその区域に隣接する施設

前回までの協議事項｜協議会の協議事項

▼協議会対象区域
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23

大湊川
（全区間）

五⼗鈴川
（最下流端まで）

勢⽥川
（ＪＲ勢⽥川橋梁まで） 対象区域

42

五⼗鈴川
（汐合橋まで）



� 平成29年度末までに受入先を確保

� 平成30年から排除に向けた⼿続き

＜参考＞

国⼟交通省及び⽔産庁による推進計画（H25.5月）

＜内容＞

・10年間で放置艇を解消

・保管能⼒の向上と規制措置を両輪とした対策

前回までの協議事項｜スケジュール
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▼不法係留船の減少

「５年で解決」を目標とする

H27 H28 H29 H30 H31

・現状施設の活用（占用主体は公募による）
・⺠間マリーナの拡張
・新規施設の設置

Ⅰ 係留場所の確保増

Ⅱ 係留対象船の減

監督処分

協議会方針周知（撤去指導）
是正指導 強制撤去

H27 H28 H29 H30 H31

警告書送付、看板設置

指示書の交付

⾏政代執⾏

「Ⅰ係留場所の確保増」と「Ⅱ係留対象船の減」を
両輪とした対策を推進し、今後5年（平成31年度
中）で解決を目指す。



前回までの協議事項｜係留場所の確保増 占⽤主体の決定方法

アンケートの結果、係留船の管理を希望する方が複数いることがわかりました。
勢⽥川防潮⽔門下流左岸船舶係留施設は、係留船の管理を希望する者が不在であったため、公募を実
施しましたが、今後は占用主体の決定をスムーズにできるよう下記のとおりとします。

▼占用主体の決定方法
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船舶係留施設の管理に関⼼のある者を調査

・漁協、⾃治会、周辺の⺠間マリーナ等に声掛け
・その他関⼼のある者を把握

１者のみの場合は、協議会の承認を経て
その者に占用許可 複数いる場合、又はいない場合は、公募

※公募に記載の募集条件について説明する



報告事項｜係留場所の確保増 船舶係留施設の占⽤許可

▼「⼤湊川北側流路船舶係留施設」の概要 ▼管理開始までの経緯
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大
湊
川

湊橋

①施設名 ⼤湊川北側流路船舶係留施設
②管理者 伊勢湾漁業協同組合
③所在地 三重県伊勢市⼤湊町地先
④占用面積 約458.5㎡
⑤収容能⼒ 約15隻
⑥占用期間 平成29年4月1日から平成32年3月31日まで

前回の協議会で占用許可申請者候補との調整について報告をした「⼤湊川北側流路船舶係留施設」は、
平成29年3月23日に占用許可し、4月1日より管理を開始しました。

日時 実施内容
平成28年
11月21日

第11回勢⽥川等⽔面利用対策協議会で占用
許可申請者として伊勢湾漁業協同組合を決定。

平成29年
3月7日

伊勢湾漁業協同組合より河川法及び港湾法に
基づく占用許可申請。

3月23日 占用許可

4月1日 管理開始

占用箇所

宮川

伊勢市大湊町

当該係留施設の様子（平成29年10月撮影）



報告事項｜係留場所の確保増 係留が認められる施設

現状施設の活用を認める箇所

⺠間事業者を活用する箇所

活用を開始した箇所
凡 例
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重点的撤去区域

⼤湊川
(五十鈴川合流点側)

4

⼀⾊町地先船溜まり

7

⼀⾊町物揚場施設

6

ゴーリキ
マリンヴィレッジ

（占⽤済）1

マリーナ伊勢

（占⽤済）3

今⼀⾊漁港区

（占⽤済）5

秀英工業

（占⽤済）8

防潮⽔門下流左岸

（占⽤済）9

⼀⾊⼤橋下流左岸

（占⽤済）10

神社港（海の駅）

（占⽤済）11

⼤湊川(北側流路)

（占⽤済）2
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報告事項｜係留対象船の減 是正指導

・協議会方針を再度周知するため、平成27年の１回目に続き、２回目の啓発チラシを平成29年12月に所有者約200名へ
郵送しました。

・今後、重点的撤去区域内に係留している船舶所有者に警告書を送付し、現地に警告看板を設置します。
また、それでも撤去しない船舶所有者には河川法第77条に基づき指示書を交付します。

▼①啓発チラシの郵送、②警告書の送付及び警告看板の設置



報告事項｜係留対象船の減 船舶の⾃主撤去及び係留施設の撤去
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▼船舶の⾃主撤去
勢⽥川防潮⽔門下流左岸の占用許可にあたり、係留の意思がない者への撤去指導を⾏いました。また、
⼤きく傾いた船舶、転覆した船舶を発⾒したため、所有者を調査し撤去指導を⾏いました。これらの取
組みにより、⾃主撤去された船舶が３５隻（H28.8からH30.2の集計結果）となりました。

⼤きく傾いた船舶 転覆した船舶にオイルフェンスを展張勢⽥川防潮⽔門下流左岸係留施設の撤去指導

指導前 指導後

H29.10.4勢⽥川右岸
1km付近で転覆しか
けている船舶を発⾒。
所有者への撤去指導
をおこなった。

▼船舶の転覆や傾斜→撤去の事例
H29.11.21勢⽥川
左岸1.4km付近で
傾いている船舶を
発⾒。
所有者への撤去指
導をおこなった。

所有者が⾒つかる
まで保管。現地に
お知らせ文を貼付
して所有者への周
知をおこなった。

H29.10.10所有者に
よって⾃主撤去が⾏
われた。なお、係留
施設についても撤去
指導をおこない、後
日撤去予定。

H29.12.12所有者に
よって⾃主撤去が⾏
われた。なお、係留
施設についても撤去
指導をおこなった。

H29.11.6⼤湊川で
漂流している船舶
を発⾒。所有者調
査をおこなったが
所有者不明のため
H30.1.16に引き揚
げをおこなった。



占用許可箇所に
放置等禁止区域
を指定（港湾）

受入先の確保と禁止区域の指定

←

勢
⽥
川

⼤湊川

（港湾法）
第三⼗七条の⼗一 何人も、港湾区域、港湾
隣接地域、臨港地区又は第⼆条第六項の規定
により国⼟交通⼤臣の認定した港湾施設の区
域（略）内において、みだりに、船舶その他
の物件で港湾 管理者が指定したものを捨て、
又は放置してはならない。

報告事項｜規制の方針（港湾）
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▼放置等禁止区域の指定

重点的撤去区域(河川)

凡例 放置等禁止区域に指定済み 放置等禁止区域に指定予定
（H30年度より段階的に指定）

占用許可箇所に
放置等禁止区域
を指定（港湾）

占用許可箇所に
放置等禁止区域
を指定（港湾）
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H22.1 H23.6 H24.1 H25.2 H26.2 H27.2 H27.12 H28.8 H30.2

4条件×4条件○

今⼀⾊漁港区の
許可により⼤幅に減少

報告事項｜係留船舶実態調査
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▼平成３０年２月時点 ▼船舶数の変動（H22〜H30）

４条件○ １６１隻
４条件× １０６隻

不法係留船 総船舶数 ２６７隻
一色町物揚場施設

１３隻

一色町地先船溜

まり４１隻

一色大橋上下流

(左岸)１１隻

防潮水門下流

２１隻

防潮水門下流

１９隻

一色大橋上下流

(右岸)２７隻

勢田川橋上流

(左右岸)１２隻

防潮水門上流

(左岸)２０隻

防潮水門上流

(右岸)３２隻

大湊川(五十鈴川
合流点側)３８隻

大湊川(北側流路)
１７隻

大湊川(湊橋上流
左右岸)６隻

大湊川(湊橋下流
右岸)１０隻

凡例
重点的撤去区域での
不法係留箇所

その他の不法係留箇所

防潮⽔門下流左岸係留
施設の許可により減少

勢⽥川不法係留船の減少の状況（伊勢市一⾊町地先）

（平成21年11月時点） （平成30年2月時点）



現
状
施
設

1.今⼀⾊漁港区 、⼤湊川北側流路 －

2.⼀⾊町物揚場施設 30
3.⼀⾊町地先船溜まり 50

4.防潮⽔門下流（左岸） 30

5.⼀⾊⼤橋下流（左岸） 10
6.⼤湊川（五十鈴川合流点） 40

計 160

民
間
マ
リ
ー
ナ

（空
き
）

7.ゴーリキ 3

8.マリーナ伊勢 5

9.秀英工業 2

計 10

合 計 170

報告事項｜係留対象船舶数について
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▼ 現在の状況（平成３０年２月時点）

受け皿施設への対象船舶とする４条件 ×隻数

①漁船法、⼩型船舶の登録等に関する法律などに違反
していない。（船舶への登録番号の表示など） 39

②所属漁協、又は、船籍港が伊勢市内となっている。
20

③漁船登録の検認を受けている、又は、船舶検査書の
有効期間内である。 34

④上記に該当しても、平成28年8月1日以降、新たに係
留が確認された船舶は対象とならない。 13

※⺠間マリーナの空きは、国⼟交通省三重河川国道事務所の聞き取り（H29.12）による。

係留が認められる施設 係留総船舶数
４条件○ １６１隻
４条件× １０６隻

４条件×の内訳

ただし、現状施設の精査、４条件×の改善及び所有船の処分等の⾃主撤去が進むことで、数値が変動する可能性があります。

１７０隻－１６１隻＝９隻分 空きあり



▼三重河川国道事務所ホームページ
三重河川国道事務所のホームページに協議会の活動を随時掲載しています。

報告事項｜広報関係

-11-



協議・検討事項｜係留場所の確保増 占⽤主体の決定に向けて

一色町地先船溜まり

▼平成２９年度に占用主体の決定に向けて⼿続きを進める箇所

凡例 新たに占用主体を決定する箇所

大湊川(五十鈴川合流点側)
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平成２９年度に下記の２箇所について占用主体の決定に向けた⼿続きを進めていきます。

船舶係留施設の管理に
関⼼のある者を調査の
上、占用許可申請者を
決定

船舶係留施設の管理に
関⼼のある者を調査の
上、占用許可申請者を
決定



協議・検討事項｜係留場所の確保増 占⽤場所の追加について
▼平成２９年度に占用場所の追加に向けて⼿続きを進める箇所

凡例 -13-

平成２９年度に下記の箇所について係留施設の追加に向けた⼿続きを進めていきます。

占用箇所の追加を予定

占用許可済みの箇所

一色大橋下流左岸船舶係留施設

勢勢勢勢田川防潮水門下流左岸船舶係留田川防潮水門下流左岸船舶係留田川防潮水門下流左岸船舶係留田川防潮水門下流左岸船舶係留施設施設施設施設

占用場所を追加する箇所

勢田勢田勢田勢田川川川川(防潮水門下流左岸防潮水門下流左岸防潮水門下流左岸防潮水門下流左岸)

占用許可済みの施設

追加予定箇所

【管理予定法人】
特定非営利活動法人
神社みなとまち再生ｸﾞﾙｰﾌﾟ



協議・検討事項｜係留対象船の減 所有者不明船の撤去
▼所有者不明船の撤去
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一色町物揚場施設

H31【5隻】

一色町地先船溜まり

H30【1隻】

一色大橋上下流

(左岸) H30【4隻】

防潮水門下流

H30【2隻】

防潮水門下流

H31【2隻】

勢田川橋上流

(左岸)H31【3隻】
防潮水門上流

(左岸)H30【3隻】

防潮水門上流

(右岸)H30【2隻】

大湊川(五十鈴川合流
点側)H31【5隻】

大湊川(北側流路)
H31【3隻】

大湊川(湊橋上流左
右岸)H31【2隻】

大湊川(湊橋下流
右岸)H31【1隻】

重点的撤去区域より上流に係留している船舶の所有者
について調査した結果、所有者が判明したことや撤去さ
れたことにより、所有者不明船は８１隻（平成２７年１
２月時点）から３４隻（平成３０年２月時点）となりま
した。

引き続き所有者の調査を⾏った上で、所有者不明船は
公告などの⼿続きを経て、強制撤去を⾏う予定です。

▼所有者不明船の撤去計画（案）

※平成３０年２月時点の船舶数であり、所有者判明や撤去確認などにより
数の変動が生じる場合があります。

平成３２年３月までに”不法係留船ゼロ”を目指し、２ヶ
年で計画的に実施していきます。

凡例 重点的撤去区域 その他の係留区域

▼強制的な撤去措置の事例

①警告文の貼付 ②公告文の掲示

③撤去作業 ④係留禁止の表示

一色大橋上下流

(右岸)H30【1隻】



事前調整

(管理者候補、漁協、地元自治会)

ⅠⅠⅠⅠ 係留場所の確保増係留場所の確保増係留場所の確保増係留場所の確保増

協議・検討事項｜今後の予定
H30.2 H30.3 H30.4 H30.5

H30.6
H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3

一色町地先一色町地先一色町地先一色町地先

船溜まり船溜まり船溜まり船溜まり

大湊川（五十鈴川大湊川（五十鈴川大湊川（五十鈴川大湊川（五十鈴川

合流点）合流点）合流点）合流点）

一色町物揚場一色町物揚場一色町物揚場一色町物揚場

施設施設施設施設

ｷｬﾊﾟ50隻

ｷｬﾊﾟ50隻

浚渫影響調査、地元調整等

民間マリーナの拡張民間マリーナの拡張民間マリーナの拡張民間マリーナの拡張

（不法船受入の意思のある民間マリーナの拡充（占用ｴﾘｱ拡大等））

ｷｬﾊﾟ30隻

募集要項

作成

公募

手続き
管理開始

（H31.4.1～）

準備（管理者）

(H30.2現在)38隻

占用申請／許可

(H30.2現在)41隻

(H30.2現在)13隻

事前調整

（管理者候補、漁協、

地元自治会）

募集要項

作成

公募

手続き

準備（管理者）

占用申請／許可 管理開始

（H31.1.1～）

竹ヶ鼻竹ヶ鼻竹ヶ鼻竹ヶ鼻町地先町地先町地先町地先

（防潮水門下流左岸延伸）（防潮水門下流左岸延伸）（防潮水門下流左岸延伸）（防潮水門下流左岸延伸）

ｷｬﾊﾟ１５隻

事前調整、準備

(管理者)
管理開始

（H30.7.1～）

占用変更申請

／許可

(H30.2現在)15隻

ⅡⅡⅡⅡ 係留対象船の減係留対象船の減係留対象船の減係留対象船の減

＊注意書送付

係留意思の確認（ｱﾝｹｰﾄ調査：全所有者へ）

＊警告書送付 ＊指示書交付

監督処分 ⾏政代執⾏ H31.4より、状況次第で順次実施

（＊重点的撤去区域（勢⽥川防潮⽔門〜国道23号の区間内）を先⾏して実施）
【所有者判明船】

【所有者不明船】
強制撤去（簡易代執⾏）を順次実施所有者の捜索調査を継続、現地に注意書・警告書を順次表示
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